資産貸付取扱基準
別紙3

資産賃貸借契約書(案)
　令和○年○月○日をもって申請のあった○○○資産の貸付（○○）（以下「貸付物件」という。）について、独立行政法人製品評価技術基盤機構　理事長　（氏名）　（以下「甲」という。）と、◇◇◇◇◇◇（以下「乙」という。）とは下記の条項により賃貸借に関する契約を締結する。

記

（貸付物件）

第１条　貸付物件は次のとおりである。

所在　大阪府大阪市住之江区南港北1丁目22番16号
区分　福利厚生
使用部分　別図のとおり

使用条件　別紙使用条件及び提案書のとおり
（使用する用途）

第２条　乙は、貸付物件を福利厚生のための施設（飲料及び軽食類等の自動販売機設置場所）の用に供しなければならない。

（貸付期間）

第３条　貸付期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。
（貸付物件の引渡し及び返納）

第４条　貸付物件の引渡し及び返納は、甲が指定する期日及び場所において行う。

（経費の負担等）

第５条　乙は、貸付物件に付帯する電気等の使用料金を負担しなければならない。

　また、貸付物件の引渡し及び返納に要する費用は乙の負担とする。

（貸付物件保全義務等）

第６条　貸付物件は、甲の所有するその本来の用途又は目的を妨げない限度において貸し付けるものであり、乙は、善良な管理者の注意をもって維持保存しなければならない。
２　前項の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、すべて、乙の負担とし、その費用は請求しないものとする。

３　乙は、甲の指示があった場合には、甲を受取人とする損害賠償保険等の契約を締結しなければならない

（用途の制限）

第７条　乙は、第３条の期間中、貸付物件を第２条に指定する用途以外に供してはならない。

２　乙は、貸付物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。

３　乙は、貸付物件について修繕、模様替えその他の行為をしようとするとき、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって甲の承認を受けなければならない。

（契約の中断）

第８条  甲が貸付物件を必要としたときは、当該契約を中断し甲の使用を優先するものとし、甲の使用により中断された期間については貸付期間を延長するものとする。

（契約の解除）

第９条　甲又は乙は原則として２ヶ月前に文書をもって相手方に通知することにより、この契約を解約することができる。

２　甲又は乙は、相手方がこの契約条項に正当な理由なくして違反したときは、文書によって相手方に通知することにより、この契約を解約することができる。

３　甲は、乙が次の各号の１に該当したときには、本契約を解除し、乙は甲の指定した期日及び場所に速やかに返納しなければならない。

　一　経費の負担がみられなかったとき。

　二　貸付物件を契約目的以外の用に供したとき。

　三　貸付物件を転貸したとき。

　四　貸付物件を善良な管理者の注意をもって保管しなかったとき。

　五　契約事項の規定による条件に違反したとき。　

（原状回復）

第１０条　甲又は乙が契約を解約したとき、又は貸付期間が満了したときには、乙は、自己の負担で、甲の指定する期日までに貸付物件を現状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が特に承認したときはこの限りでない。

２　乙が原状回復の義務を履行しないときは、甲は、乙の負担においてこれを行うことができる。この場合乙は、何等の異議を申し立てることができない。

（損害賠償）

第１１条　甲は乙が、その責に帰する事由により、貸付物件の全部又は一部を滅失又はき損したときは、当該滅失又はき損による貸付物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、前条の規定により貸付物件を原状回復した場合は、この限りでない。

２　前項に掲げる場合のほか、乙は、本契約書に定める義務を履行しないため損害を与えたときは、その損害額の相当する金額を損害賠償額として支払わなければならない。

（有益費等の請求権の放棄）

第１２条　第９条に規定する契約の解約又は変更が行われた場合においては、乙は、貸付物件に投じた維持保存等のための有益費その他の費用が現存している場合であっても、その費用等の償還の請求はしないものとする。

（実地調査等）

第１３条　甲は、貸付物件について随時に現地調査し、又は所要の報告を求め、その維持使用に関し指示することができる。

（疑義の決定）

第１４条　本条件に関し、疑義のあるときその他貸付物件の使用について疑義を生じたときは、すべて甲の決定するところによるものとする。

　上記契約の証として、本書２通を作成して、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。　
　令和　年　月　日

　　　　　甲　東京都渋谷区西原２丁目４９番１０号
              　 独立行政法人製品評価技術基盤機構

　　　　　　　  　理　事　長　　（氏名）　　　
　　　　

　　　　　乙　◇◇◇　

- 1 -

- 1 -


